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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プリント信号に基づいて記録材に画像形成を行う画像形成装置であって、
　感光層を有する感光体と、
　帯電位置において、パッシェン則に従って放電により前記感光体の表面を帯電する帯電
部材と、
　前記帯電部材によって帯電された前記感光体の表面を露光して潜像を形成する第１露光
ユニットと、
　前記潜像にトナーを付着させて得られるトナー像を被転写体に転写する転写位置を通過
した後で前記帯電部材に到着する前の前記感光体の表面を露光する第２露光ユニットと、
　前記帯電部材に帯電電圧を印加する電圧印加部と、
　前記プリント信号に基づいて前記画像形成を行う際の、前記感光体の前記第２露光ユニ
ットによって露光された部分が最初に前記帯電部材で帯電される第１のタイミングから、
前記第１露光ユニットが前記潜像の形成を開始する第２のタイミングまでの第１の期間を
制御する制御ユニットと、
を有し、
　前記制御ユニットは、前記感光層の厚みに関する情報に基づいて、前記感光体の表面が
前記第２露光ユニットによって露光された場合に前記帯電位置において前記帯電部材と前
記感光体の間で前記パッシェン則に従わない異常放電が開始される第３のタイミングから
前記異常放電が終了する第４のタイミングまでの第２の期間が前記第１の期間よりも短く
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なるように制御することを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
　前記制御ユニットは、前記感光層の厚みが薄いほど、前記第２の期間が短くなるように
制御することを特徴とする請求項１に記載の画像形成装置。
【請求項３】
　前記感光層の厚みに関する情報を取得する取得部を有し、
　前記取得部は、前記画像形成を行った記録材の数、回転体としての前記感光体の回転数
、画像形成装置内を通過した記録材の数、前記帯電部材により前記感光体の表面を帯電し
た時間のうちのいずれかの情報に基づいて、前記感光層の厚みに関する情報を取得するこ
とを特徴とする請求項１または２に記載の画像形成装置。
【請求項４】
　前記制御ユニットは、更に前記帯電部材の帯電能に関する情報に基づいて、前記第２の
期間の長さを制御することを特徴とする請求項３に記載の画像形成装置。
【請求項５】
　前記帯電位置において、前記帯電部材と前記感光体とが接触する画像形成装置において
、前記取得部は、前記帯電部材の抵抗値と、前記帯電電圧を印加した時間と、前記帯電部
材を流れる電流の積算値の少なくともいずれかに基づいて、さらに前記帯電能に関する情
報を取得することを特徴とする請求項４に記載の画像形成装置。
【請求項６】
　プリント信号に基づいて記録材に画像形成を行う画像形成装置であって、
　感光体と、
　帯電位置において、パッシェン則に従って放電により前記感光体の表面を帯電する帯電
部材と、
　前記帯電部材によって帯電された前記感光体の表面を露光して潜像を形成する第１露光
ユニットと、
　前記潜像にトナーを付着させて得られるトナー像を被転写体に転写する転写位置を通過
した後で前記帯電位置に到達する前の前記感光体の表面を露光する第２露光ユニットと、
　前記帯電部材に帯電電圧を印加する電圧印加部と、
　前記プリント信号に基づいて前記画像形成を行う際の、前記感光体の前記第２露光ユニ
ットによって露光された部分が最初に前記帯電部材で帯電される第１のタイミングから、
前記第１露光ユニットが前記潜像の形成を開始する第２のタイミングまでの第１の期間を
制御する制御ユニットと、
を有し、
　前記制御ユニットは、環境情報に関する情報に基づいて、前記感光体の表面が前記第２
露光ユニットによって露光された場合に前記帯電位置において前記帯電部材と前記感光体
の間で前記パッシェン則に従わない異常放電が開始される第３のタイミングから、前記異
常放電が終了する第４のタイミングまでの第２の期間が前記第１の期間よりも短くなるよ
うに制御することを特徴とする画像形成装置。
【請求項７】
　前記制御ユニットは、絶対水分量に基づいて、前記第２の期間の長さを変更することを
特徴とする請求項６に記載の画像形成装置。
【請求項８】
　画像形成装置内部の温度及び湿度を検知する温度湿度センサと、
　前記温度湿度センサで検知された前記温度及び前記湿度に基づいて、前記環境情報を取
得する取得部と、
を有することを特徴とする請求項６に記載の画像形成装置。
【請求項９】
　前記制御ユニットは、更に前記帯電部材の帯電能に関する情報に基づいて前記第２の期
間の長さを制御することを特徴とする請求項８に記載の画像形成装置。
【請求項１０】
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　前記帯電位置において、前記帯電部材と前記感光体とが接触する画像形成装置において
、
　前記取得部は、前記帯電部材の抵抗値と、前記帯電電圧を印加した時間と、前記帯電部
材を流れる電流の積算値の少なくともいずれかに基づいて、前記帯電能に関する情報をさ
らに取得することを特徴とする請求項９に記載の画像形成装置。
【請求項１１】
　前記帯電部材に電圧が印加された状態で、前記帯電部材から前記感光体に流れる帯電電
流を検知する電流検知部を有し、
　前記制御ユニットは、前記感光体の表面のうち、閾値を超える前記帯電電流が流れた状
態で前記帯電部材に帯電された前記感光体の領域には前記第１露光ユニットによって露光
を行わないように制御することを特徴とする請求項１～１０のいずれか１項に記載の画像
形成装置。
【請求項１２】
　前記制御ユニットは、前記プリント信号に基づいて前記画像形成を行う際、前記帯電電
圧を印加した後に、前記第２露光ユニットによる露光を実行するように制御することを特
徴とする請求項１～１１のいずれか１項に記載の画像形成装置。
【請求項１３】
　前記帯電位置において前記帯電部材と前記感光体とが接触し、前記電圧印加部によって
前記感光体の表面を帯電する場合において、前記帯電部材には直流電圧のみが印加される
ことを特徴とする請求項１～１２のいずれか１項に記載の画像形成装置。
【請求項１４】
　前記第２の期間を、前記感光層の厚みに関する情報に基づいて算出する算出部を有する
ことを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の画像形成装置。
【請求項１５】
　前記第１のタイミングと前記第３のタイミングは同じであることを特徴とする請求項１
～１４のいずれか１項に記載の画像形成装置。
【請求項１６】
　記録材に画像形成を行う画像形成装置において、
　感光体と、
　帯電位置において、パッシェン則に従って放電により前記感光体の表面を帯電させる帯
電部材と、
　前記帯電部材に帯電電圧を印加する電圧印加部と、
　前記帯電部材から前記感光体に流れる帯電電流を検知する電流検知部と、
　前記帯電部材によって帯電された前記感光体の表面を露光して潜像を形成する第１露光
ユニットと、
　前記潜像にトナーを付着させて得られるトナー像を被転写体に転写する転写位置を通過
した後で前記帯電位置に到達する前の前記感光体の表面を露光する第２露光ユニットと、
　前記電圧印加部と、前記第１露光ユニットと、前記第２露光ユニットと、を制御する制
御ユニットと、
を備える画像形成装置において、
　前記制御ユニットは、
　前記第２露光ユニットによって前記感光体の表面を露光した領域が前記帯電位置を通過
したときに、前記電圧印加部によって第１の帯電電圧を印加した状態で検知される前記帯
電電流の電流値が閾値を超えパッシェン則に従わない異常放電が発生している場合におい
て、前記電流値が閾値以下になるように前記第１の帯電電圧よりも絶対値が小さい第２の
帯電電圧を印加する制御を行い、
　前記第２の帯電電圧が前記帯電部材に印加されることによって形成される前記感光体の
表面を前記第１露光ユニットによって露光する第１の露光量が、前記第１の帯電電圧が前
記帯電部材に印加されることによって形成される前記感光体の表面を前記第１露光ユニッ
トによって露光する第２の露光量より大きくなるように、前記第１露光ユニットの露光量
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を制御することを特徴とする画像形成装置。
【請求項１７】
　記録材に画像形成を行う画像形成装置において、
　感光体と、
　帯電位置において、パッシェン則に従って放電により前記感光体の表面を帯電させる帯
電部材と、
　前記帯電部材に帯電電圧を印加する電圧印加部と、
　前記帯電部材から前記感光体に流れる帯電電流を検知する電流検知部と、
　前記帯電部材によって帯電された前記感光体の表面を露光して潜像を形成する第１露光
ユニットと、
　前記潜像にトナーを付着させて得られるトナー像を被転写体に転写する転写位置を通過
した後で前記帯電位置に到達する前の前記感光体の表面を露光する第２露光ユニットと、
　前記電圧印加部と、前記第１露光ユニットと、前記第２露光ユニットと、を制御する制
御ユニットと、
を備える画像形成装置において、
　前記制御ユニットは、
　前記第２露光ユニットによって第３の露光量で前記感光体の表面を露光した領域が前記
帯電位置を通過したときに、前記電圧印加部によって前記帯電電圧を印加した状態で検知
される前記帯電電流の電流値が閾値を超え、前記パッシェン則に従わない異常放電が発生
している場合において、
　前記電流値が閾値以下になるように、前記第２露光ユニットの露光量を前記第３の露光
量より小さい第４の露光量で露光するように制御することを特徴とする画像形成装置。
【請求項１８】
　前記被転写体は、記録材、または、前記感光体から前記トナー像が転写され、転写され
た前記トナー像を記録材へ転写するための中間転写体であることを特徴とする請求項１～
１７のいずれか１項に記載の画像形成装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子写真方式を用いて記録材上に画像を形成する画像形成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、電子写真方式の画像形成装置としては、例えば、電子写真複写機、電子写真
プリンタ（ＬＥＤプリンタ、レーザビームプリンタ等）、電子写真ファクシミリ装置等が
ある。この種の画像形成装置においては、電子写真感光体（以下、感光ドラムまたはドラ
ムという）の表面を一次帯電器によって一様に帯電し、帯電された感光ドラム表面を露光
装置によって露光して静電潜像を形成する。そして、この静電潜像を現像装置で現像して
現像剤像（以下、トナー像という）を形成し、このトナー像を転写装置によってシート等
の記録材に転写する。その後、定着装置によりトナー像を記録材上に固着画像として定着
して出力する。感光ドラムは、トナー像転写後に表面に残留したトナーをクリーニング装
置によってクリーニングされ、次の画像形成動作に備える。
【０００３】
　近年では、帯電装置として接触帯電方式のものを搭載する画像形成装置が増え、帯電装
置の主流になっている。この接触帯電方式のほとんどは、接触帯電部材として導電性ロー
ラを用い、この導電性ローラを感光ドラムに接触させて電圧を印加するローラ帯電が用い
られている。そして、接触帯電部材に対して、直流電圧のみを印加して感光ドラム表面を
帯電する直流方式と、直流電圧に交流電圧を重畳して印加して感光ドラム表面を帯電する
交流重畳方式とがある。交流重畳方式によれば、感光ドラム表面を一様に帯電できる利点
がある反面、交流電圧の周波数に応じて放電が何度も発生するため、感光ドラム表面にダ
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メージを与え、削れ量が増大し、感光ドラムの寿命が短くなってしまう。これに対して直
流方式によれば、交流重畳方式と比較して、微小空隙において発生する放電の回数は少な
いため、感光ドラムへのダメージも小さく、感光ドラムの長寿命化を達成する。しかしな
がら、特に直流方式で感光ドラムを帯電する場合には、以下に示す課題があった。
【０００４】
　画像形成後の感光ドラム表面は形成画像に応じて表面電位が不均一化している。この状
態で次回帯電を行っても、前回の形成画像によっては均一に帯電することができず、結果
、レーザー等の露光装置で露光したときの感光ドラム表面電位も不均一化してしまうこと
がある。すなわち、いわゆるゴースト画像が発生する場合がある。つまり、コントラスト
の強いパターンを形成した後にハーフトーン画像を形成した場合に、ハーフトーン中に前
回の画像パターンが浮き出てしまう、いわゆるゴースト画像が発生するのである。
【０００５】
　そこで特許文献１では、ＬＥＤ等の光源を有する帯電前露光装置により帯電前の感光ド
ラム上を一様に照射する構成が提案されている。これにより、露光装置で露光したときの
感光ドラム表面の画像部分の電位（明部電位）と非画像部分の電位（暗部電位）とを均す
ことで次回の帯電で均一に帯電できるようにし、ゴースト画像の発生を無くしていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００９－４２７３８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、近年、ランニングコスト削減のため、感光ドラムを有する画像形成装置
の更なる長寿命化が要求されている。直流方式は感光ドラム表面の削れ量が少ない利点を
有しているが、やはり放電により感光ドラム表面が劣化し、通紙或いはクリーニング部材
の当接によって感光ドラム表面が削り取られる。そして、感光ドラムの膜厚は減少してい
く。また、帯電前露光はゴースト画像を抑制する一方、帯電前の感光ドラムの表面電位を
下げるため、放電量が多くなり、感光ドラムの削れ量が増加する。これを解消するために
、帯電前露光の照射時間を可能な限り短くするべく画像形成する直前（露光直前）に前露
光を照射しつつ、感光ドラムの初期膜厚を厚くすることが考えられる。しかし、特許文献
１において、前露光照射後の領域を帯電した際に帯電電位が過帯電（異常放電）し、網目
状の異常放電画像が発生することがあった。これは、長寿命化の観点からドラムの初期膜
厚を厚くした場合に顕著である。
【０００８】
　本発明の目的は、異常放電画像の発生を回避しつつ、長寿命化を実現することができる
画像形成装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するため、本発明の画像形成装置は、
　プリント信号に基づいて記録材に画像形成を行う画像形成装置であって、
　感光層を有する感光体と、
　帯電位置において、パッシェン則に従って放電により前記感光体の表面を帯電する帯電
部材と、
　前記帯電部材によって帯電された前記感光体の表面を露光して潜像を形成する第１露光
ユニットと、
　前記潜像にトナーを付着させて得られるトナー像を被転写体に転写する転写位置を通過
した後で前記帯電部材に到着する前の前記感光体の表面を露光する第２露光ユニットと、
　前記帯電部材に帯電電圧を印加する電圧印加部と、
　前記プリント信号に基づいて前記画像形成を行う際の、前記感光体の前記第２露光ユニ
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ットによって露光された部分が最初に前記帯電部材で帯電される第１のタイミングから、
前記第１露光ユニットが前記潜像の形成を開始する第２のタイミングまでの第１の期間を
制御する制御ユニットと、
を有し、
　前記制御ユニットは、前記感光層の厚みに関する情報に基づいて、前記感光体の表面が
前記第２露光ユニットによって露光された場合に前記帯電位置において前記帯電部材と前
記感光体の間で前記パッシェン則に従わない異常放電が開始される第３のタイミングから
前記異常放電が終了する第４のタイミングまでの第２の期間が、前記第１の期間よりも短
くなるように制御することを特徴とする。
　また、上記目的を達成するため、本発明の画像形成装置は、
　プリント信号に基づいて記録材に画像形成を行う画像形成装置であって、
　感光体と、
　帯電位置において、パッシェン則に従って放電により前記感光体の表面を帯電する帯電
部材と、
　前記帯電部材によって帯電された前記感光体の表面を露光して潜像を形成する第１露光
ユニットと、
　前記潜像にトナーを付着させて得られるトナー像を被転写体に転写する転写位置を通過
した後で前記帯電位置に到達する前の前記感光体の表面を露光する第２露光ユニットと、
　前記帯電部材に帯電電圧を印加する電圧印加部と、
　前記プリント信号に基づいて前記画像形成を行う際の、前記感光体の前記第２露光ユニ
ットによって露光された部分が最初に前記帯電部材で帯電される第１のタイミングから、
前記第１露光ユニットが前記潜像の形成を開始する第２のタイミングまでの第１の期間を
制御する制御ユニットと、
を有し、
　前記制御ユニットは、環境情報に関する情報に基づいて、前記感光体の表面が前記第２
露光ユニットによって露光された場合に前記帯電位置において前記帯電部材と前記感光体
の間で前記パッシェン則に従わない異常放電が開始される第３のタイミングから、前記異
常放電が終了する第４のタイミングまでの第２の期間が前記第１の期間がよりも短くなる
ように制御することを特徴とする。
　また、上記目的を達成するため、本発明の画像形成装置は、
　記録材に画像形成を行う画像形成装置において、
　感光体と、
　帯電位置において、パッシェン則に従って放電により前記感光体の表面を帯電させる帯
電部材と、
　前記帯電部材に帯電電圧を印加する電圧印加部と、
　前記帯電部材から前記感光体に流れる帯電電流を検知する電流検知部と、
　前記帯電部材によって帯電された前記感光体の表面を露光して潜像を形成する第１露光
ユニットと、
　前記潜像にトナーを付着させて得られるトナー像を被転写体に転写する転写位置を通過
した後で前記帯電位置に到達する前の前記感光体の表面を露光する第２露光ユニットと、
　前記電圧印加部と、前記第１露光ユニットと、前記第２露光ユニットと、を制御する制
御ユニットと、
を備える画像形成装置において、
　前記制御ユニットは、
　前記第２露光ユニットによって前記感光体の表面を露光した領域が前記帯電位置を通過
したときに、前記電圧印加部によって第１の帯電電圧を印加した状態で検知される前記電
流値が閾値を超えパッシェン則に従わない異常放電が発生している場合において、前記帯
電電流の電流値が閾値以下になるように前記第１の帯電電圧よりも絶対値が小さい第２の
帯電電圧を印加する制御を行い、
　前記第２の帯電電圧が前記帯電部材に印加されることによって形成される前記感光体の
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表面を前記第１露光ユニットによって露光する第１の露光量が、前記第１の帯電電圧が前
記帯電部材に印加されることによって形成される前記感光体の表面を前記第１露光ユニッ
トによって露光する第２の露光量より大きくなるように、前記第１露光ユニットの露光量
を制御することを特徴とする。
　さらに、上記目的を達成するため、本発明の画像形成装置は、
　記録材に画像形成を行う画像形成装置において、
　感光体と、
　帯電位置において、パッシェン則に従って放電により前記感光体の表面を帯電させる帯
電部材と、
　前記帯電部材に帯電電圧を印加する電圧印加部と、
　前記帯電部材から前記感光体に流れる帯電電流を検知する電流検知部と、
　前記帯電部材によって帯電された前記感光体の表面を露光して潜像を形成する第１露光
ユニットと、
　前記潜像にトナーを付着させて得られるトナー像を被転写体に転写する転写位置を通過
した後で前記帯電位置に到達する前の前記感光体の表面を露光する第２露光ユニットと、
　前記電圧印加部と、前記第１露光ユニットと、前記第２露光ユニットと、を制御する制
御ユニットと、
を備える画像形成装置において、
　前記制御ユニットは、
　前記第２露光ユニットによって第３の露光量で前記感光体の表面を露光した領域が前記
帯電位置を通過したときに、前記電圧印加部によって前記帯電電圧を印加した状態で検知
される前記帯電電流の電流値が閾値を超え、前記パッシェン則に従わない異常放電が発生
している場合において、
　前記電流値が閾値以下になるように、前記第２露光ユニットの露光量を前記第３の露光
量より小さい第４の露光量で露光するように制御することを特徴とする。
 
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、異常放電画像の発生を回避しつつ、長寿命化を実現することができる
画像形成装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の実施例に係る画像形成装置の概略構成を示す断面図
【図２】本発明の実施例に係る画像形成装置の制御ブロック図
【図３】異常放電の発生タイミングの説明図
【図４】異常放電時間の感光体膜厚と環境との相関を説明する図
【図５】本発明の実施例１における前露光開始時間の制御のフローチャート
【図６】本発明の実施例１における前露光開始のタイミングチャート
【図７】帯電電流の時間推移を示す図
【図８】帯電電流と帯電バイアスとの関係図
【図９】帯電電流値から正常な帯電電流値を引いた値の時間推移の説明図
【図１０】本発明の実施例３における前露光開始時間の制御のフローチャート
【図１１】本発明の実施例４における前露光開始時間の制御のフローチャート
【図１２】本発明の実施例５における前露光開始時間の制御のフローチャート
【図１３】本発明の実施例６における異常放電発生回避制御のフローチャート
【図１４】本発明の実施例７における異常放電発生回避制御のフローチャート
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下に図面を参照して、この発明を実施するための形態を、実施例に基づいて例示的に
詳しく説明する。ただし、この実施の形態に記載されている構成部品の寸法、材質、形状
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それらの相対配置などは、発明が適用される装置の構成や各種条件により適宜変更される
べきものである。すなわち、この発明の範囲を以下の実施の形態に限定する趣旨のもので
はない。
【００１３】
　（実施例１）
　＜画像形成装置の概略構成＞
　図１、図２を参照して、本発明の実施例に係る画像形成装置の概略構成について説明す
る。図１は、本発明の実施例に係る画像形成装置の概略構成を示す模式的断面である。図
２は、本発明の実施例に係る画像形成装置における制御ブロック図である。本実施例の画
像形成装置Ａとしては、画像情報に応じて電子写真方式にて例えば、記録用紙、ＯＨＰシ
ートなどの記録媒体（記録材）６に画像を形成するレーザビームプリンタが一例として挙
げられる。また、本実施例の画像形成装置Ａは、詳しくは後述するように、プロセスカー
トリッジＢが画像形成装置Ａの装置本体に対して着脱可能とされている。ここで、装置本
体とは、画像形成装置ＡにおいてプロセスカートリッジＢを除いた構成部分を指す。なお
、本実施例では、感光ドラムに形成したトナー像（現像剤像）を被転写体としての記録材
に直接転写する構成の画像形成装置について説明するが、画像形成装置の構成は特に限定
されるものではない。例えば、複数の画像形成部で形成したそれぞれ色の異なるトナー像
を被転写体としての中間転写体上に重畳転写してカラートナー像を形成し、これを記録材
に転写する画像形成装置（カラーレーザプリンタなど）に対しても本発明は適用可能であ
る。
【００１４】
　画像形成装置Ａは、パーソナルコンピュータなどのホスト１４に接続されて用いられる
。コントローラ部３１において、ホスト１４からのプリント要求信号並びに画像データを
処理し、露光手段であるスキャナ３を制御することで、感光ドラム１上に静電潜像（静電
像）を形成する。つまり、画像形成装置Ａは、像担持体（回転体）として、図中矢印Ｒ１
方向に回転駆動される円筒状の感光ドラム１を有している。本実施例において、感光ドラ
ム１は、円筒状の基体であるアルミシリンダの周囲に感光層（電子写真感光体）として膜
厚２４μｍのＯＰＣ層が塗工されたものである。この感光ドラム１の良好な画質を維持で
きる最低感光体膜厚は９μｍであり、その時点で感光体寿命となる。
【００１５】
　感光ドラム１は、帯電手段である、感光ドラム１に加圧当接されたローラ状の帯電部材
、即ち、ＤＣ接触帯電ローラ（帯電ローラ）２によって一様に帯電される。本実施例では
、帯電ローラ２は、芯金上に導電性ゴム層を設けた構成とされる。本実施例では、詳しく
は後述するように、帯電ローラ２には帯電バイアスとして所定の値に固定された直流電圧
が電源３４から印加され、感光ドラム１の表面を負に一様に帯電させる。帯電ローラ２は
感光体ドラム１の回転により、図中矢印Ｒ４方向に従動回転する。帯電ローラ２は、感光
ドラム１の長手方向（記録媒体６の搬送方向に直交する方向）略全域に亙って当接されて
いる。
【００１６】
　一様に帯電された感光ドラム１は、露光手段であるスキャナ３からのレーザ光Ｌ１によ
り露光され、その表面に静電潜像が形成される。スキャナ３は、レーザ光源３ａ、ポリゴ
ンミラー３ｂ、レンズ系３ｃなどを有し、コントローラ部３１の制御により、感光ドラム
１上を走査露光することができる。本実施例の潜像設定は、感光体膜厚によらず、Ｖｄ＝
－５００Ｖ、Ｖｌ＝－１００Ｖとした。
【００１７】
　その後、この静電潜像は、現像装置４によって現像剤が供給されて、トナー像として可
視化される。つまり、現像装置４は、一成分現像剤として負帯電性の非磁性トナー（トナ
ー）２２を収容する現像容器２１を有する。本実施例では、トナー２２には、小粒径化及
び低融点化を達成し、且つ、転写効率を向上させるために、重量平均粒径約７μｍの略球
形トナーを用いた。
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【００１８】
　感光ドラム１と対向する現像容器２１の一部は、感光ドラム１の長手方向略全域に亙り
開口しており、この開口部にローラ状の現像剤担持体（現像手段）である現像ローラ２３
が配置されている。現像ローラ２３は、現像装置４の図中左上方に位置する感光ドラム１
に所定の侵入量となるように押圧、接触され、図中矢印Ｒ２方向に回転駆動される。また
、その表面は、トナー２２との摺擦確率を高め、且つ、トナー２２の搬送を良好に行うた
めに、適度な凹凸を有している。
【００１９】
　現像ローラ２３の図中右下方には、現像ローラ２３への現像剤を供給し、また未現像ト
ナーを現像ローラ２３から剥ぎ取る手段として、弾性ローラ２４が当接されている。弾性
ローラ２４は、回転可能に現像容器２１に支持されている。また、弾性ローラ２４は、現
像ローラ２３へのトナー供給及び未現像トナーの剥ぎ取り性の点からゴムスポンジローラ
とし、現像ローラ２３と同一方向である図中矢印Ｒ３方向に回転駆動する。また、現像装
置４は、現像ローラ２３に担持させるトナー量を規制する現像剤層厚規制部材として、現
像ブレード２５を備えている。現像ブレード２５は、弾性を有するＳＵＳ製の金属薄板で
構成され、自由端側の先端近傍を現像ローラ２３の外周面に面接触にて当接するように設
けられている。弾性ローラ２４との摺擦により現像ローラ２３上に担持されたトナーは、
現像ブレード２５との当接部を通過する際に摩擦帯電により電荷付与され、且つ、薄層に
規制される。
【００２０】
　このような構成の現像装置４において、現像ローラ２３には、現像バイアスとして所定
の値に固定された直流電圧が印加される。本実施例では、感光体膜厚によらず現像バイア
スはＶｄｃ＝－３００Ｖで一定とした。これによって、本実施例では、一様に帯電された
感光ドラム１の表面の、負電荷が減衰した露光部を反転現像により現像する。
【００２１】
　一方、記録媒体６は記録媒体収容部１６から供給ローラ１２ａなどにより分離給送され
、レジストローラ１２ｂで一旦停止する。レジストローラ１２ｂは、記録媒体６の記録位
置と感光ドラム１へのトナー像の形成タイミングとの同期をとり、転写手段である転写ロ
ーラ５と感光ドラム１との対向部（転写部）へと、記録媒体６を送り出す。そして可視化
された感光ドラム１上のトナー像は、転写ローラ５の作用によって記録媒体６に転写され
る。
【００２２】
　こうしてトナー像を転写された記録媒体６は、定着装置９に搬送される。ここで、記録
媒体６上の未定着のトナー像は、熱、圧力よって記録媒体６に永久定着される。その後、
記録媒体６は排出ローラ１２ｃなどにより機外に排紙される。
【００２３】
　一方、記録媒体６にトナー像を転写した後の感光ドラム１は、前露光手段である前露光
装置２７が発するレーザ光Ｌ２により全面露光（全面光照射）されることにより、前回の
形成画像によって不均一となった感光ドラム表面の電位が一様に均される。即ち、感光ド
ラム表面の残留電荷を除去するように感光ドラム表面に光を照射する。前露光装置２７（
前露光部）は、転写ローラ５よりも感光ドラム回転方向下流側で、帯電ローラ２よりも感
光ドラム回転方向上流側の間に配設される。前露光手段の光源としてはＬＥＤ、ハロゲン
ランプ等を用いることができる。使用する光源は特に限定されないが、駆動電圧が低く、
また装置の小型化が容易という観点から、ＬＥＤを用いるのが好ましい。本実施例では、
前露光光源としてＬＥＤを用いた。
【００２４】
　また、転写されずに感光ドラム１上に残留した転写残トナーは、クリーニング手段（ク
リーナ）１０によって清掃する。つまり、クリーナ１０は、クリーニング部材であるクリ
ーニングブレード７により転写残トナーを感光ドラム１から掻き取り、廃トナー容器８に
収納する。クリーニングされた感光ドラム１は、上述と同様にして、繰り返し画像形成に
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供される。
【００２５】
　本実施例では、画像形成装置Ａは、像担持体としての電子写真感光体と、この像担持体
に作用するプロセス手段とを一体的にカートリッジ化し、このカートリッジを装置本体に
対して着脱可能とするプロセスカートリッジ方式とされている。ここで、プロセス手段と
しては、電子写真感光体を帯電する帯電手段、電子写真感光体に現像剤を供給する現像手
段、電子写真感光体をクリーニングするクリーニング手段が含まれる。つまり、プロセス
カートリッジとは、次のような構成である。すなわち、帯電手段、現像手段及びクリーニ
ング手段と、電子写真感光体とを一体的にカートリッジ化し、このカートリッジを装置本
体に着脱可能とするものである。或いは、帯電手段、現像手段、クリーニング手段のうち
少なくとも１つと、電子写真感光体とを一体的にカートリッジ化し、装置本体に対して着
脱可能とするものでもよい。或いは、少なくとも現像手段と電子写真感光体とを一体的に
カートリッジ化し、このカートリッジを装置本体に対して着脱可能とするものでもよい。
【００２６】
　本実施例では、感光ドラム１、帯電ローラ２、現像装置４、クリーナ１０が一体的にカ
ートリッジ化され、プロセスカートリッジＢを形成し、装置本体１３に着脱可能とされて
いる。プロセスカートリッジＢは、装置本体１３が備えた装着手段１５を介して、取り外
し可能に装置本体１３に装着される。また、上記記録媒体供給ローラ１２ａ、レジストロ
ーラ１２ｂ、排出ローラ１２ｃなどにより、プロセスカートリッジＢに対して記録媒体６
を搬送し、また画像形成後の記録媒体６を装置本体１３から排出するための、記録媒体搬
送手段が構成されている。
【００２７】
　本実施例では、プロセスカートリッジＢには記憶手段２６（記憶部）が設けられている
。記憶手段２６としては、例えば、接触不揮発性メモリ、非接触不揮発性メモリ、電源を
有する揮発性メモリなど、任意の形態を用いることができる。本実施例では、記憶手段と
して非接触不揮発性メモリ２６がプロセスカートリッジＢに搭載されている。非接触不揮
発性メモリ２６は、メモリ側の情報伝達手段であるアンテナ（図示せず）を有し、無線で
画像形成装置本体１３が備えた制御手段（ＣＰＵ）３２と通信することで、情報の読み出
し及び書き込みが可能である。本実施例では、ＣＰＵ３２は装置本体側の情報伝達手段、
メモリ２６の情報の読み書き手段の機能を備えている。この記憶手段２６には、後述する
感光ドラム１の感光体膜厚に関する情報、帯電ローラ２の情報、使用環境に関する情報が
記憶される。
　以上の構成において、帯電ローラ２への電圧印加に関わる電源３４や制御部３５、ＣＰ
Ｕ３２などの構成が、本発明の電圧印加部に対応する。
【００２８】
　＜異常放電現象について＞
　異常放電は、帯電ローラ２に直流電圧を印加した場合に、帯電ローラ２により形成され
るニップよりも感光ドラム回転方向の上流側の長ギャップ部で発生する過放電により帯電
電位が過帯電する現象である。帯電電位が過帯電すると、露光後の電位（Ｖｌ）も不安定
になり、網目状の模様の異常放電画像となる。長ギャップ部では、帯電ローラへの帯電バ
イアスを上げていくと微弱で時間的に連続であった正常放電が、放電電流が大きく時間的
にも空間的にも不連続な断続放電へと劇的に変化する。この異常放電は、正常放電時のタ
ウンゼント放電の範疇であると考えられている。このタウンゼント放電は，電極間の電界
およびガスの種類、ガスの圧力、電極材料によって変化する放電現象である。
【００２９】
　大気中の近接放電現象はパッシェン則に従い発生する。この現象は、遊離した電子が電
界によって加速され、電極間に存在する分子や電極と衝突して電子、陽イオン及び陰イオ
ンを生成する過程を繰り返す、電子雪崩の拡散現象である。この電子雪崩は電界に従って
拡散し、拡散が最終的な放電電荷量を決定する。パッシェン則に従う条件よりも過剰な電
界となれば、局所的な強い放電、すなわち異常放電が発生しやすくなる。
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【００３０】
　この異常放電現象は、以下のような条件において発生しやすい。低温低湿下では、常温
常湿下と比較して電極間に存在する分子が少ないことから、パッシェンの法則から導かれ
る放電開始電圧よりも放電開始電圧が高くなる傾向にある。放電開始電圧が高くなること
で、パッシェン則に従う条件よりも過剰な電界になりやすく、低温低湿下では異常放電が
発生しやすくなっている。
【００３１】
　また、異常放電は、感光ドラム１の膜厚が厚いと発生しやすい。膜厚が厚くなると、静
電容量が小さくなるため、所望の帯電電位Ｖｄに必要な帯電電荷量Ｑが小さくなる。上記
のように電子の衝突による電離がなだれ式に発生し、ネズミ算的に荷電粒子が増加するこ
とによって、気中が絶縁破壊し一気に大電流が流れると、必要量以上に電荷が溜まること
で感光ドラム１の帯電電位は過帯電状態になると推定されている。
【００３２】
　また、異常放電は、帯電ローラ２の抵抗が低いと発生しやすい。抵抗が低いローラに放
電電流が流れると、抵抗が高いローラに対し、ローラの分担電圧が相対的に低くなる。ロ
ーラ分担電圧が低くなることにより、空気層（ギャップ部）の分担電圧が相対的に上がり
、感光ドラム１へ流れる放電電流が抵抗の高いローラに比べ大きくなる。よって、抵抗の
高いローラに比べ、抵抗の低いローラは異常放電の開始電圧が低く、異常放電が発生しや
すいと考えられる。言い換えると、帯電ローラの帯電能に異常放電は依存する。
【００３３】
　また、異常放電は、帯電ローラ２による帯電前後での感光ドラム１の表面電位の変化に
よって発生しやすくなる場合がある。具体的には、帯電ローラ２による帯電直前の感光ド
ラム１の表面電位（以下、帯電前電位）と、帯電直後の感光ドラム１の表面電位との電位
差が大きいと、空気層（ギャップ部）の電界が強くなり、放電電流量が多くなり異常放電
が発生しやすい。前露光装置２７は、前回の形成画像によって不均一となった感光ドラム
１表面の電位を一様に均すために、帯電ローラ２で帯電する前に感光ドラム１表面を全面
露光する。そのため、前露光なしの構成に比べて、前露光ありの構成は帯電前電位と帯電
電位との電位差が大きい。
【００３４】
　また、帯電前電位と帯電電位（帯電直後の感光ドラム１の表面電位）との電位差は、帯
電電位Ｖｄが高いほど大きくなるため、帯電ローラ２に印加する帯電バイアスが高いほど
、異常放電が発生しやすい。
【００３５】
　＜異常放電の発生状況＞
　図３は、現像位置での感光ドラム１の表面電位の時間推移を示すものである。図３（ａ
）は異常放電発生時、図３（ｂ）は異常放電が発生していないときをそれぞれ示している
。プリント信号が入力されると、前回転動作が始まり、感光ドラム１が回転し、帯電バイ
アスが印加される。ｉは、帯電バイアスが印加されたときの感光ドラム１の帯電電位であ
る。ｉｉは、前露光装置２７による照射後の感光ドラム１の帯電電位Ｖｄである。ｉｉｉ
は、前露光装置２７の照射が開始されたタイミングである。本実施例では、長寿命化の観
点から、通常、前露光装置２７の照射時間を可能な限り短くするべく像露光直前に前露光
装置２７の照射を開始している。
【００３６】
　図３に示すように、異常放電が発生する場合、前露光装置２７の照射が開始された直後
に感光ドラム１において前露光を受けた領域における表面電位がＶｄよりも高く、過帯電
する（ｉＶ）。その後、時間の経過とともに、異常放電は収束し、正常の帯電電位Ｖｄと
なる。感光ドラム１が過帯電している状態で露光すると、露光後の電位（Ｖｌ）も不安定
になり、網目状の異常放電画像となる。一方、異常放電が発生しない場合は、前露光２７
の照射が開始された直後においても、所望の帯電電位Ｖｄとなるため、異常放電画像は発
生しない。
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【００３７】
　従って、異常放電が発生する場合には、異常放電が終了後の正常の帯電電位Ｖｄになっ
てから露光すれば、異常放電画像の発生を未然に防ぐことができる。画像形成前の前露光
点灯時間を異常放電画像が発生しない時間まで一律に長くすれば画像発生は回避できるが
、前露光時間が長くなるとドラム削れ等のトレードオフが発生する。そこで、より具体的
には、異常放電時間を検知し、異常放電している場合のみ前露光２７の照射開始を早める
、もしくは露光開始を遅らせることで、異常放電画像の発生を回避しつつ、長寿命化を実
現することができる。
【００３８】
　＜異常放電時間の検知方法について＞
　次に異常放電時間（異常放電（過帯電状態）の持続時間）の検知方法について説明する
。本実施例では、感光ドラム１の膜厚に関する情報と、使用環境に関する情報と、を用い
て、異常放電時間を算出（取得）する。本実施例において、異常放電時間の取得に関わる
構成が、本発明の取得部に対応する。
【００３９】
　図４は、感光ドラム１の膜厚の違いと使用環境（温度、湿度）の違いとにより、最大異
常放電時間がどのように変化するのかを示したグラフである。なお、帯電電位はＶｄ＝－
５００Ｖである。このグラフから、高温高湿環境（Ｈ／Ｈ）である温度３０℃、湿度８０
％では異常放電は発生していないが、低温低湿環境（Ｌ／Ｌ）である温度１５℃、湿度１
０％では異常放電が発生する。また、低温低湿環境（Ｌ／Ｌ）において、感光ドラム１の
膜厚が厚くなると、異常放電が発生し、膜厚が厚くなるほど異常放電時間が長くなってい
ることがわかる。また、異常放電時間は、帯電ローラ２の抵抗値が低いほど長くなる。
【００４０】
　そこで、これらの測定データ（異常放電時間と感光ドラムの膜厚との関係、異常放電時
間と使用環境との関係）に基づいて、異常放電時間を算出する近似曲線を求めて、そのデ
ータを予め画像形成装置本体側のＲＯＭ３３に格納する。ここで、帯電ローラ２の抵抗値
は製法上、多少のばらつきがあるため、本実施例では、バラツキの中で抵抗値が最小の帯
電ローラでの結果を採用した。異常放電時間の検知は、記憶手段２６に記憶された感光ド
ラム１の膜厚に関する情報と温度、湿度の情報に対応するＲＯＭ３３に格納された近似曲
線上のデータを採用することにより異常放電時間を算出することができる。なお、近似曲
線の求め方としては、線形近似、指数近似、多項式近似、累計近似、移動平均近似などの
統計手法があるが、特に制約はなく、適宜最適なものを用いることができる。
【００４１】
　＜感光ドラム１の膜厚に関する情報、使用環境に関する情報＞
　感光ドラム１の膜厚に関する情報は以下の方法で算出する。前述したように、感光体膜
厚は、放電によって感光ドラム１の表面が劣化し、記録媒体６の通過（通紙）或いはクリ
ーニング部材７の当接によって感光ドラム１の表面が削り取られることにより減少する。
本実施例の画像形成装置Ａでは、感光ドラム１における感光体膜厚の減少は、帯電バイア
ス印加時間と相関がある。また、この帯電バイアス印加時間は、画像形成枚数に比例して
いる。従って、感光ドラム１における感光体膜厚の減少率は、画像形成枚数の一次関数と
して表すことができる。
【００４２】
　使用環境に関する情報は以下の方法で算出する。本実施例の画像形成装置Ａは、環境検
知手段としての環境センサ（温度湿度センサ）２８を装置本体に備えており、所定時間毎
に温度Ｐと湿度Ｑを検知し、記憶手段２６の使用環境に関する情報を書き換える。本実施
例においては、プロセスカートリッジＢに搭載した記憶手段２６に、感光体膜厚に関する
情報として画像形成枚数（Ｐ）、使用環境に関する情報として温度及び湿度を記憶する。
そして、これら２つの情報を用いて、上述の方法で異常放電時間を算出して、前露光装置
２７による照射開始から像露光開始までの時間を変化させる。なお、感光体膜厚に関する
情報としては、上記画像形成枚数の他、感光ドラム１の回転数、通紙枚数（画像形成装置
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の情報を選択しても構わない。
【００４３】
　＜前露光装置の照射開始とスキャナの露光開始の間隔の制御方法について＞
　図５のフローチャートを参照して、前露光装置２７の照射開始からスキャナ３（露光部
）の露光開始までの時間を変化させる方法について説明する。プロセスカートリッジＢは
、記憶手段２６を具備しており、記憶手段２６には、プロセスカートリッジＢを用いて行
った画像形成枚数と、温度、湿度が記憶されている。ホスト１４からプリント信号が入力
されると（Ｓ１０１）、ＣＰＵ３２は、プロセスカートリッジＢに搭載された記憶手段２
６と通信を行い、そのプロセスカートリッジＢの画像形成枚数（Ｐ）と温度、湿度を読み
込む（Ｓ１０２）。次に、ＣＰＵ３２は、画像形成枚数、温度、湿度に応じた異常放電時
間が予め格納された、画像形成装置本体側ＲＯＭ３３の内容と、上述のようにＣＰＵ３２
に読み込んだ画像形成枚数の値（Ｐ）、温度、湿度とを比較する（Ｓ１０３）。次いで、
ＣＰＵ３２は、前露光装置２７の照射開始からスキャナ３の露光開始までの時間を制御す
る制御部３５により、前露光装置２７の照射開始とスキャナ３の像露光開始の時間を設定
し、画像形成動作に移行する（Ｓ１０４）。
【００４４】
　図６は、前露光装置２７の照射開始（第１タイミング）からスキャナ３の像露光開始（
第２タイミング）までのタイミングチャートである。画像形成動作が始まると、感光ドラ
ム１が回転し、所定の帯電バイアスが印加される。その後、前露光装置２７が照射を開始
し、スキャナ３が像露光を開始する。異常放電が発生していない場合は、前露光装置２７
はスキャナ３が像露光を開始する直前に照射を開始する。前露光装置２７は、スキャナ３
による像露光の位置よりも感光ドラム１の回転方向上流側に配置されているため、前露光
位置と露光位置との距離の分だけ、前露光装置２７の照射タイミングはスキャナ３の像露
光タイミングよりも早めとなる。一方、異常放電が発生している場合には、スキャナ３の
像露光開始時間は固定し、異常放電時間だけ前露光装置２７の照射開始を早める。すなわ
ち、スキャナ３の像露光開始時間が、異常放電が終了するタイミング（第３タイミング）
よりも後となるように、前露光装置２７の照射開始のタイミングを変更する。
【００４５】
　画像形成動作が終了すると画像形成枚数のカウントを１増加し（Ｓ１０５）、プロセス
カートリッジＢの記憶手段２６の画像形成枚数のカウントを書き変える（Ｓ１０６）。続
いて、連続プリントの要求があるかを判断し（Ｓ１０７）、要求がない場合はプリント終
了動作に移行し（Ｓ１０８）、要求がある場合は、連続プリントの要求がなくなるまで、
Ｓ１０３～Ｓ１０７の動作を繰り返す。
【００４６】
　＜効果の確認＞
　本実施例の効果を確認するために、上述のような制御を行った本実施例の画像形成装置
Ａと、本実施例の制御を行わない、従来の制御を行う比較例１、２の画像形成装置を用い
て、５００００枚の画像形成を行った。それぞれにおける異常放電画像と感光ドラムの削
れに起因する画像不良であるスジの発生有無について比較した。確認は、異常放電が発生
しやすくかつ感光ドラム１が削れやすい低温低湿環境（温度１５℃、湿度１０％）におい
て行った。
【００４７】
　比較例としては、スキャナ３の像露光直前に前露光装置２７の照射を開始する構成の比
較例１と、比較例１に対し、スキャナ３の像露光開始時間から常に一定の時間間隔Ｔだけ
前に前露光装置２７の照射を開始する比較例２の２つを対象とした。時間間隔Ｔは、異常
放電が最も発生しやすい低温低湿環境における最大異常放電時間とした。
【００４８】
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【表１】

【００４９】
　表１は、上記比較実験の結果を本実施例と従来例とで比較して示している。表１から明
らかなように本実施例に従う制御を行う場合、画像形成枚数によらず長期の使用を通して
、異常放電画像の発生はなく、良好な結果であった。また、感光ドラムの削れに起因する
スジの発生もなかった。一方、比較例１においては、感光ドラムの削れに起因するスジの
発生はなかったものの、異常放電画像が発生した。また、比較例２においては、異常放電
画像の発生はなかったものの、感光ドラムの削れに起因するスジが発生した。
【００５０】
　以上、本実施例によれば、異常放電時間の長さに応じて、前露光装置２７の照射開始か
らスキャナ３の像露光開始までの時間を最適化していくことで、長期の使用を通して、異
常放電画像の発生を回避しつつ、長寿命化することができる。異常放電時間は、感光ドラ
ム１の感光体膜厚に関する情報のうちの一つである画像形成枚数と、使用環境に関する情
報としての温度及び湿度と、から取得することができる。これらの情報は、プロセスカー
トリッジに搭載された記憶手段２６に記憶する。
【００５１】
　本実施例では、異常放電時間を検知し、異常放電している場合のみ前露光装置２７の照
射開始を早めたが、時間調整の方法としてはこれに限定されない。例えば、前露光装置２
７の照射開始からスキャナ３の像露光開始までの時間が長くなればよく、前露光装置２７
の照射開始時間は固定して、スキャナ３の像露光開始の時間を遅らせてもよい。あるいは
、前露光装置２７の照射開始時間を早めるとともに、スキャナ３の像露光開始の時間を遅
らせて、所望の時間間隔を確保することができるように制御してもよい。
【００５２】
　なお、本実施例では、記憶手段２６をプロセスカートリッジＢに設けた。これにより、
プロセスカートリッジ自身に感光体膜厚に関する情報や、温度と湿度を保持させ得る。従
って、例えば、寿命に達していないプロセスカートリッジＢを装置本体１３に対して交換
使用するような場合でも、常に各プロセスカートリッジＢに即した感光体膜厚に関する情
報や、温度と湿度を装置本体で認識することができ、極めて有利である。しかし、本発明
が適用可能な態様は、この態様に限定されるものではなく、本発明の原理は、装置本体に
記憶手段を設ける場合にも適用でき、本実施例と同様の効果を得ることができる。
【００５３】
　また、本発明は、画像形成装置がプロセスカートリッジ方式でない構成の場合にも適用
することができ、本実施例と同様の効果を奏し得る。この場合、記憶手段を装置本体に設
け、感光体膜厚や、温度と湿度に関する情報を記憶させる。そして、例えば、感光ドラム
を個別に交換した場合などに、記憶手段内の感光体膜厚に関する情報や、温度と湿度をリ
セットするなどすればよい。
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【００５４】
　また、前述のように帯電電位Ｖｄが高くなると、異常放電しやすくなる。本実施例の潜
像設定は、感光体の感光層の膜厚によらず、Ｖｄ＝－５００Ｖとしたが、使用期間に応じ
て帯電電位Ｖｄが変わるような場合には、帯電電位Ｖｄに応じて、異常放電時間を補正す
ればよい。また、本実施例では、感光ドラム１の膜厚に関する情報と使用環境に関する情
報の２つを用いて異常放電時間を算出（取得）したが、いずれか一方の情報に基づいて算
出してもよい。また、異常放電時間を直接的に算出する方法だけではなく、帯電ローラ２
に流れる帯電電流などを測定して、電流が所定の範囲を超えた時間に基づいて、前露光装
置２７の照射開始からスキャナ３の像露光開始までの時間を変化させてもよい。
【００５５】
　（実施例２）
　異常放電時間は、帯電ローラ２の抵抗値に依存する。前述したように、異常放電時間は
、帯電ローラ２の抵抗値が低いほど長くなり、高くなると短くなる。そこで、本発明の実
施例２では、感光ドラム１の膜厚に関する情報と使用環境に関する情報に加えて、帯電ロ
ーラ２の帯電能に関する情報に基づいて、異常放電時間を算出することを特徴とする。こ
れ以外の点は、実施例１と同じであり、実施例２において実施例１と同様の構成について
は説明を省略する。
【００５６】
　帯電ローラ２の帯電能は、帯電ローラ２の抵抗値と相関がある。抵抗値は、長期の使用
によって変動するため、帯電バイアス印加時間や積算帯電電流量（帯電ローラに流れる電
流量の積算値）などに比例している。また、温度や湿度によっても抵抗値は変動する。本
実施例では、新品時の帯電ローラ２の抵抗値を記憶手段２６に記憶する。
【００５７】
　本実施例では、異常放電時間と感光ドラムの膜厚との関係、異常放電時間と帯電ローラ
の抵抗値との関係、異常放電時間と使用環境との関係から近似曲線を求めて、そのデータ
を予め画像形成装置本体側のＲＯＭ３３に格納しておく。異常放電時間の検知は、記憶手
段２６に記憶された感光ドラム１の膜厚に関する情報と、温度、湿度の情報と、帯電ロー
ラの抵抗値に対応するＲＯＭ３３に格納された近似曲線上のデータを採用することにより
異常放電時間を算出する。
【００５８】
　以上、本実施例によれば、感光ドラム１の感光体膜厚に関する情報のうちの一つである
画像形成枚数と、温度と湿度と、帯電ローラ２の抵抗値を、プロセスカートリッジＢに搭
載された記憶手段２６に記憶する。記憶手段２６に記憶された情報に対応して、前露光装
置２７の照射開始からスキャナ３の像露光開始までの時間を最適化していくため、長期使
用を通して、異常放電画像の発生を回避しつつ、長寿命化することができる。
【００５９】
　なお、本実施例では、帯電ローラ２の帯電能に関する情報として、新品時の抵抗値を採
用し、異常放電時間を算出する。帯電ローラ２の帯電能に関する情報の利用の仕方はこれ
に限定されるものではなく、例えば、帯電バイアス印加時間や積算帯電電流量、温度、湿
度などの情報から、抵抗値の長期使用による変動、環境変動も考慮して、異常放電時間を
補正してもよい。
【００６０】
　（実施例３）
　本発明の実施例３では、帯電ローラ２に流れる帯電電流を測定し、測定電流値が所定の
範囲を超えた時間に基づいて、前露光装置２７の照射開始からスキャナ３の像露光開始ま
での時間を変化させることを特徴とする。実施例３において実施例１、２と共通する構成
については説明を省略する。実施例３においてここで説明しない事項は、実施例１、２と
同様である。
【００６１】
　＜異常放電時間の検知方法について＞



(16) JP 6642997 B2 2020.2.12

10

20

30

40

50

　本実施例では、帯電ローラ２に流れる帯電電流を測定し、測定された帯電電流値の値に
基づいて、異常放電時間を算出（取得）する。帯電ローラ２に流れる帯電電流を測定する
ため、本実施例では図２に示すように帯電電流検知部３６を有する。帯電電流検知部３６
は、ＣＰＵ３２から信号を送られることで帯電ローラ２にＤＣ電圧を印加しながら帯電電
流値を検知する。
　図７は、異常放電が生じた場合の帯電電流値の時間推移を示す図である。帯電バイアス
印加直後は異常放電によって帯電電流値が正常な値より大きくなるが、やがて異常放電は
収束して正常な帯電電流値に戻る。
【００６２】
　図８は、図７で表記した帯電バイアス印加直後であるＡ点における帯電電流値と帯電バ
イアスの関係を示す図である。Ａ点では帯電バイアスが増加すると、あるバイアス値で異
常放電によって相転移的に帯電電流値が増加している。また、図８には、図７で表記した
Ｂ点における帯電電流値と帯電バイアスの関係も表している。Ｂ点では異常放電が収束し
ており、正常な帯電電電流値となっている。Ｂ点では帯電バイアスと帯電電流は直線の関
係にある。また、Ａ点における異常放電が発生するバイアス以下の帯電バイアスの直線と
一致している。このことから、異常放電が発生するバイアスより低いバイアスでのＡ点に
おける測定点から正常な帯電電流と帯電バイアスの関係が分かる。
【００６３】
　本実施例では、Ａ点（帯電バイアス印加直後）における異常放電が発生するバイアス以
下での帯電バイアス値２点の測定から近似直線を引き、この近似直線から得られる帯電電
流値を正常な帯電電流値とした。近似直線の求め方はこの限りでなく２点以上の測定点で
求めればよく、点数を増やせば精度を上げる事が出来る。そして、正常な帯電電流と帯電
バイアスの関係から所望の帯電バイアス時の正常な帯電電流値を把握することが可能にな
る。
【００６４】
　異常放電時間の検知は、画像形成時の帯電バイアス印加時に帯電ローラ２に流れる帯電
電流値と正常な放電時に帯電ローラ２に流れる帯電電流値とを比較することで算出するこ
とができる。
　図９は、所望の帯電バイアス印加時に流れる帯電電流値から近似直線で得られる正常な
帯電電流値を引いた値の時間推移を示している。本実施例では帯電バイアス印加時点（第
４タイミング）から帯電電流値がある所定の電流値内（閾値範囲内）（δＩ）になるまで
の時間（第５タイミング）を異常放電時間（Ｔ０）と判断した。なお、本実施例では、帯
電ローラ２に流れる帯電電流Ｉｃを検知したが、転写電流、ドラムアース電流を計測して
も良い。この方法で異常放電時間を算出して、前露光装置２７の照射開始からスキャナ３
の像露光開始までの時間を変化させる。
【００６５】
　＜前露光装置の照射開始とスキャナの露光開始の間隔の制御方法について＞
　図１０のフローチャートを参照して、本実施例における前露光装置２７の照射開始から
スキャナ３の像露光開始までの制御方法について説明する。プロセスカートリッジＢは、
記憶手段２６を具備しており、記憶手段２６には、プロセスカートリッジＢを用いて行っ
た画像形成枚数（Ｐ）と温度、湿度が記憶されている。ホスト１４からプリント信号が入
力されると（Ｓ２０１）、ＣＰＵ３２は、プロセスカートリッジＢに搭載された記憶手段
２６と通信を行い、そのプロセスカートリッジＢの画像形成枚数（Ｐ）と温度、湿度を読
み込む（Ｓ２０２）。
【００６６】
　次に、ＣＰＵ３２は、異常放電時間ＴＯを検知するタイミングかどうかを確認する（Ｓ
２０３）。Ｓ２０３では、温度・湿度が事前に決められた閾値以内であるか、画像形成枚
数（Ｐ）が事前に決められた所定の枚数と一致したかを確認する。本実施例では、０枚目
と２０００枚目ごとに１回を枚数による検知タイミング、温度・湿度から算出される絶対
水分量が前回の検知値から±１ｇ／ｍ３変化する時点を温度・湿度による検知タイミング



(17) JP 6642997 B2 2020.2.12

10

20

30

40

50

としている。ただし、この限りでなく画像形成装置の寿命や帯電ローラ２の帯電能等に合
わせて適宜タイミングを設定すれば良い。
【００６７】
　温度・湿度が閾値を超えている、もしくは事前に決められた所定の枚数と一致する場合
、検知タイミングとなり、帯電電流の検知を実施して正常な帯電電流と帯電バイアスの関
係を求める（Ｓ２０４）。次いで、所望の帯電バイアスにおける帯電電流値を測定し（Ｓ
２０５）、所望の帯電バイアス印加時に流れる帯電電流値と正常な放電時の帯電電流値と
を比較することで異常放電時間ＴＯを算出（取得）し、記憶部に書き込む（Ｓ２０６）。
また、事前に決められた所定の枚数と一致しない、かつ温度・湿度が閾値以内の場合は、
記憶手段から異常放電時間ＴＯを読み込む（Ｓ２０７）。そして、異常放電時間ＴＯの値
に基づいて、前露光装置２７の照射開始からスキャナ３の像露光開始までの時間を制御す
る制御部３５で前露光２７の照射開始と像露光開始の時間を設定し、画像形成動作に移行
する（Ｓ２０８）。
【００６８】
　ここで、異常放電時間ＴＯの値に基づいて前露光装置２７の照射開始からスキャナ３の
像露光開始までの時間を設定する際には、温度・湿度の閾値内での異常放電時間の変化を
考慮する必要がある。本実施例では、初期膜厚状態の感光ドラム１と、バラツキの中で抵
抗値が最小の帯電ローラ２における絶対水分量と、異常放電時間との関係から、絶対水分
量が１ｇ／ｍ３変化した場合における異常放電時間の最大変化量を事前に求めておく。そ
の最大変化量を異常放電時間ＴＯに加えた値に基づいて、前露光装置２７の照射開始から
スキャナ３の像露光開始までの時間を設定する。
【００６９】
　画像形成動作が終了すると画像形成枚数のカウントを１増加し（Ｓ２０９）、プロセス
カートリッジＢの記憶手段２６の画像形成枚数のカウントを書き変える（Ｓ２１０）。続
いて、連続プリントの要求があるかを判断し（Ｓ２１１）、要求がない場合はプリント終
了動作に移行し（Ｓ２１２）、要求がある場合は、連続プリントの要求がなくなるまで、
Ｓ２０３～Ｓ２１１の動作を繰り返す。
【００７０】
　以上、本実施例によれば、帯電ローラ２に流れる帯電電流を検知し、検知した帯電電流
値に基づいて異常放電時間を算出することができる。これにより、実施例１、２と同様、
前露光装置２７の照射開始からスキャナ３の像露光開始までの時間を最適化することがで
き、異常放電画像の発生を回避しつつ、長寿命化することができる。
【００７１】
　（実施例４）
　本発明の実施例４は、前露光装置２７の照射開始とスキャナ３の露光開始の間隔の制御
方法が、上記実施例３と異なる構成となっている。具体的には、実施例４は、実施例３の
ように異常放電時間を検知するか否かの判断は行わず、画像形成動作の実行中に異常放電
時間の取得を行うことを特徴とする。その他の構成は上記実施例３と同様である。実施例
４においてここで説明しない事項は、実施例１～３と同様である。
【００７２】
　＜前露光装置の照射開始とスキャナの露光開始の間隔の制御方法について＞
　図１１のフローチャートを参照して、本発明の実施例４における異常放電画像を回避す
る制御について説明する。本実施例では、前露光装置２７の照射開始からスキャナ３の露
光開始までの時間を以下のように変化させる。
【００７３】
　ホスト１４からプリント信号が入力されると（Ｓ３０１）、帯電電流の検知を実施して
正常な帯電電流と帯電バイアスの関係を求める（Ｓ３０２）。次いで、所望の帯電バイア
スにおける帯電電流値を測定し（Ｓ３０３）、所望の帯電バイアス印加時に流れる帯電電
流値と、正常な放電時の帯電電流値とを比較することで異常放電時間Ｔ０を算出する（Ｓ
３０４）。次に、異常放電時間Ｔ０の値に基づいて、制御部３５で前露光装置２７の照射
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開始とスキャナ３の像露光開始の時間を設定し、画像形成動作に移行する（Ｓ３０５）。
【００７４】
　図６に示すように、画像形成動作が始まると、感光ドラム１が回転し、所定の帯電バイ
アスが印加される。その後、前露光装置２７が照射を開始し、スキャナ３が像露光を開始
する。異常放電が発生していない場合は、前露光装置２７はスキャナ３が像露光を開始す
る直前に照射を開始する。前露光装置２７は、スキャナ３の像露光位置よりも感光ドラム
１の回転方向上流側に配置されているため、前露光位置と露光位置との距離の分だけ、前
露光装置２７の照射開始タイミングは、スキャナ３の像露光開始タイミングより早めにな
る。一方、異常放電が発生している場合には、スキャナ３の像露光開始時間は固定し、異
常放電時間だけ前露光装置２７の照射開始を早める。
【００７５】
　この際、本実施例では、帯電ローラ２に流れる帯電電流を検知する帯電電流検知部３６
により、前露光照射開始から画像形成動作終了まで帯電電流をモニターし、正常な帯電電
流値までに回復するまでの時間（異常放電時間）を測定する（Ｓ３０６）。画像形成動作
が終了すると、プロセスカートリッジＢの記憶手段２６の異常放電時間ＴＯを書き変える
（Ｓ３０７）。続いて、連続プリントの要求があるかを判断し（Ｓ３０８）、要求がある
場合は、異常放電時間ＴＯを記憶手段から読み込み（Ｓ３０９）、連続プリントの要求が
なくなるまでＳ３０５からＳ３０９の動作を繰り返す。要求がない場合はプリント終了動
作に移行する（Ｓ３１０）。
【００７６】
　以上、本実施例によれば、帯電ローラ２に流れる帯電電流を検出し、電流値が所定の範
囲を超える変動域の時間に基づいて異常放電時間を算出し、算出した異常放電時間をもと
に、前露光装置２７の照射開始からスキャナ３の像露光開始までの時間を最適化する。こ
れにより、異常放電画像の発生を回避することができる。
【００７７】
　本実施例では、異常放電時間を検知し、異常放電している場合のみ前露光装置２７の照
射開始を早めたが、時間調整の方法としてはこれに限定されない。例えば、前露光装置２
７の照射開始からスキャナ３の像露光開始までの時間が長くなればよく、前露光装置２７
の照射開始時間は固定して、スキャナ３の像露光開始の時間を遅らせてもよい。あるいは
、前露光装置２７の照射開始時間を早めるとともに、スキャナ３の像露光開始の時間を遅
らせて、所望の時間間隔を確保することができるように制御してもよい。なお、感光ドラ
ム１は一定の速度で回転するため、時間調整がなされることで、前露光開始のタイミング
から像露光開始のタイミングまでの間に感光ドラム１が回転する回数（あるいは走行距離
）が変わることになる。
【００７８】
　（実施例５）
　異常放電時間ＴＯは、連続プリント中（複数の記録材に連続的に画像形成を行う間）に
検知することも可能である。本発明の実施例５では、連続プリント時に異常放電時間の検
知を逐次実行し、その値を使用して、前露光装置２７の照射開始からスキャン３の像露光
開始までの時間を逐次変化させる。実施例５において上記各実施例と共通する構成につい
ては説明を省略する。実施例５においてここで説明しない事項は、上記各実施例と同様で
ある。
【００７９】
　＜前露光の照射開始と露光開始の間隔の制御方法について＞
　図１２のフローチャートを参照して、実施例５における前露光装置２７の照射開始から
スキャナ３の露光開始までの時間を変化させる方法について説明する。本実施例では、帯
電バイアスと帯電電流との関係、感光ドラムの膜厚と帯電電流との関係、使用環境と帯電
電流との関係、から近似曲線を求めて、そのデータを予め画像形成装置本体側のＲＯＭ３
３に格納している。なお、近似曲線の求め方としては、線形近似、指数近似、多項式近似
、累計近似、移動平均近似などの統計手法があるが、特に制約はなく、適宜最適なものを
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用いることができる。
【００８０】
　プロセスカートリッジＢは、記憶手段２６を具備しており、記憶手段２６には、プロセ
スカートリッジＢを用いて行った画像形成枚数（Ｐ）と温度、湿度と異常放電時間Ｔ０が
記憶されている。ホスト１４からプリント信号が入力されると（Ｓ６０１）、ＣＰＵ３２
は、プロセスカートリッジＢに搭載された記憶手段２６と通信を行い、そのプロセスカー
トリッジＢの画像形成枚数（Ｐ）と温度、湿度を読み込む（Ｓ６０２）。次に、ＣＰＵ３
２は、画像形成枚数、温度、湿度に応じた異常放電時間が予め格納された画像形成装置本
体側ＲＯＭ３３の内容と、上述のようにＣＰＵ３２に読み込んだ画像形成枚数の値（Ｐ）
、温度、湿度とを比較する（Ｓ６０３）。さらに、ＣＰＵ３２は、画像形成時の帯電バイ
アス印加時の異常放電時間を算出する（Ｓ６０３）。
【００８１】
　次いで、ＣＰＵ３２は、前露光装置２７の照射開始からスキャナ３の露光開始までの時
間を制御する制御部３５により、前露光装置２７の照射開始とスキャナ３の像露光開始の
時間を設定し、画像形成動作に移行する（Ｓ６０４）。この際、本実施例では帯電ローラ
２に流れる帯電電流を検知する帯電電流検知部３６により、前露光照射開始から画像形成
動作終了まで帯電電流をモニターし、正常な帯電電流値までに回復するまでの時間（異常
放電時間）を測定する（Ｓ６０５）。
【００８２】
　画像形成動作が終了すると画像形成枚数のカウントを１増加し（Ｓ６０６）、プロセス
カートリッジＢの記憶手段２６の画像形成枚数のカウントと異常放電時間ＴＯを書き変え
る（Ｓ６０７）。続いて、連続プリントの要求があるかを判断し（Ｓ６０８）、要求があ
る場合は、異常放電時間ＴＯを記憶手段から読み込み（Ｓ６０９）、連続プリントの要求
がなくなるまでＳ６０３からＳ６０７の動作を繰り返す。要求がない場合はプリント終了
動作に移行する（Ｓ６１０）。
【００８３】
　以上、本実施例によれば、連続プリント時に帯電ローラ２に流れる帯電電流を測定して
、電流値が所定の範囲を超えた時間に基づいて、異常放電時間を逐次算出した。これによ
り、前露光装置２７の照射開始からスキャナ３の像露光開始までの時間を最適化すること
が可能となり、長期の使用を通して、異常放電画像の発生を回避しつつ、長寿命化するこ
とができる。
【００８４】
　（実施例６）
　本発明の実施例６では、帯電ローラ２に流れる帯電電流を測定して、電流値が所定の範
囲を超えて異常放電が発生した場合に、電流値が所定の範囲内になるように帯電バイアス
を適正化する点が上記各実施例と異なる。その他の構成は上記各実施例と同様である。実
施例６においてここで説明しない事項は、上記各実施例と同様である。
【００８５】
　実施例４で説明したように、帯電バイアス印加直後であるＡ点における帯電電流値は、
帯電バイアスが増加すると、あるバイアス値で異常放電によって相転移的に帯電電流値が
増加する。そこで、本発明の実施例６では、電流値が所定の範囲を超えた場合には、電流
が所定の範囲内になるまで帯電バイアスを下げることで異常放電画像の発生を回避する。
すなわち、帯電ローラ２に流れる電流の電流値が、異常放電状態となるのを回避すること
ができる大きさとなるように、帯電電流検知部３６が検知する電流値に基づいて、帯電ロ
ーラ２に印加される電圧の大きさを調整する。さらに、調整された大きさの電圧印加によ
って形成される感光ドラム１の表面電位（帯電電位）と、帯電後の感光ドラム１を露光し
て形成される表面電位（露光電位）との絶対値の大きさの差が、適正な大きさとなるよう
に、スキャナ３の露光光量を調整する。本実施例の構成において、スキャナ３の露光光量
の調整に関わる構成、例えば、コントローラ３１やＣＰＵ３２などが、本発明の調整部に
対応する。
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【００８６】
　＜前露光装置の照射開始とスキャナの露光開始の間隔の制御方法について＞
　図１３のフローチャートを参照して、本発明の実施例６における異常放電画像を回避す
る制御について説明する。ホスト１４からプリント信号が入力されると（Ｓ４０１）、帯
電電流の検知を実施して正常な帯電電流と帯電バイアスの関係を求める（Ｓ４０２）。次
いで、所望の帯電バイアスにおける帯電電流値を測定し（Ｓ４０３）、所望の帯電バイア
ス印加時に流れる帯電電流値と、正常な放電時の帯電電流値とを比較する（Ｓ４０４）。
電流値が所定の範囲外であれば、異常放電が発生していると判断し、帯電バイアスを下げ
ながら電流値が所定の範囲内になる帯電バイアスに変更する（Ｓ４０５）。
【００８７】
　ここで、潜像設定について説明する。帯電バイアスを下げると、露光光量が同じ場合、
潜像コントラスト（｜Ｖｄ－Ｖｌ｜）が小さくなり画像濃度等が変化してしまう。そこで
、本実施例では露光光量を変化させ、潜像コントラストと現像コントラスト（｜Ｖｄｃ－
Ｖｌ｜）が同じになるように制御する。
　具体的には、プロセスカートリッジＢに搭載された記憶手段２６と通信を行い、画像形
成枚数（Ｐ）を読み込む（Ｓ４０６）。次に、ＣＰＵ３２は、画像形成枚数と帯電バイア
スに応じた露光光量、現像バイアスが予め格納された画像形成装置本体側ＲＯＭ３３の内
容と、上述のようにＣＰＵ３２に読み込んだ画像形成枚数の値（Ｐ）と決定された帯電バ
イアスを比較する（Ｓ４０７）。次いで、露光光量と現像バイアスを設定し、画像形成動
作に移行する（Ｓ４０８）。
【００８８】
　一方、電流値が所定の範囲内であれば、異常放電が発生していないと判断し、画像形成
動作に移行する（Ｓ４０８）。画像形成動作が終了すると、プロセスカートリッジＢの記
憶手段２６に露光光量、帯電バイアス、現像バイアスを書き変える（Ｓ４０９）。続いて
、連続プリントの要求があるかを判断し（Ｓ４１０）、要求がある場合は、露光光量、帯
電バイアス、現像バイアスを記憶手段から読み込み（Ｓ４１１）、連続プリントの要求が
なくなるまでＳ４０８からＳ４１１の動作を繰り返す。要求がない場合は、露光光量、帯
電バイアス、現像バイアスを変更前の設定にリセット（Ｓ４１２）し、プリント終了動作
に移行する（Ｓ４１３）。
【００８９】
　以上、本実施例では、帯電ローラ２に流れる帯電電流を測定して、電流値が所定の範囲
を超えて異常放電が発生した場合に、電流値が所定の範囲内になるように帯電バイアスを
適正化するため、異常放電画像の発生を回避することができる。
【００９０】
　（実施例７）
　本発明の実施例７では、前露光光量を変化させながら帯電ローラ２に流れる帯電電流を
測定することで正常な帯電電流値を求める。電流値が所定の範囲を超えて異常放電が発生
した場合に、電流値が所定の範囲内になるように前露光光量を適正化する点が上記各実施
例と異なる。すなわち、帯電ローラ２に流れる電流の電流値が、異常放電状態となるのを
回避することができる大きさとなるように、帯電電流検知部３６が検知する電流値に基づ
いて、前露光装置２７の露光光量を調整する。本実施例の構成において、前露光装置２７
の露光光量の調整に関わる構成、例えば、制御部３５やＣＰＵ３２などが、本発明の第２
の調整部に対応する。その他の構成は上記各実施例と同様である。実施例７においてここ
で説明しない事項は、上記各実施例と同様である。
【００９１】
　＜異常放電時間の検知方法について＞
　異常放電時間の検知方法について説明する。異常放電は、帯電前電位と帯電電位との電
位差が大きいと発生しやすい。前露光装置２７は、帯電ローラ２で帯電する前に感光ドラ
ム表面を全面露光するため、前露光光量によって帯電前電位と帯電電位との電位差を変化
させることができる。前述したように、帯電前電位と帯電電位との電位差は、帯電電位Ｖ
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電が発生しやすい。
【００９２】
　そのため、図８の横軸の帯電バイアスを前露光光量に置き換えても、帯電電流値は同様
の推移を示す。つまり、前露光光量を弱くしていくと帯電電流値が減少し、ある光量以下
になると正常の帯電電流値になる。このことから、異常放電が発生する前露光光量より低
い前露光光量でのＡ点における測定点から正常な帯電電流と前露光光量の関係が分かる。
本実施例では、Ａ点（帯電バイアス印加直後）における異常放電が発生する前露光光量以
下での２点の測定から近似直線を引き、この近似直線から得られる帯電電流値を正常な帯
電電流値とした。そして、正常な帯電電流と前露光光量との関係から所望の前露光光量時
の正常な帯電電流値を把握することが可能になる。
【００９３】
　＜前露光光量の制御方法について＞
　前述したように、前露光光量を弱くしていくと帯電電流値が減少し、ある光量以下にな
ると正常の帯電電流値になる。そこで、異常放電が発生した場合には、正常な帯電電流値
になるまで前露光光量を適正化すれば、異常放電画像の発生を回避することができる。
【００９４】
　図１４のフローチャートを参照して、本発明の実施例６における異常放電画像を回避す
る制御について説明する。ホスト１４からプリント信号が入力されると（Ｓ５０１）、帯
電電流の検知を実施して正常な帯電電流と前露光光量の関係を求める（Ｓ５０２）。次い
で、所望の前露光光量における帯電電流値を測定し（Ｓ５０３）、所望の前露光光量時に
流れる帯電電流値と、正常な放電時の帯電電流値とを比較する（Ｓ５０４）。電流値が所
定の範囲外であれば、異常放電が発生していると判断し、前露光光量を複数段階変化させ
て電流値を測定する。電流値が所定の範囲内になる前露光光量を設定し（Ｓ５０５）、画
像形成動作に移行する。
【００９５】
　一方、電流値が所定の範囲内であれば、異常放電が発生していないと判断し、画像形成
動作に移行する（Ｓ５０６）。画像形成動作が終了すると、プロセスカートリッジＢの記
憶手段２６に前露光光量を書き変える（Ｓ５０７）。続いて、連続プリントの要求がある
かを判断し（Ｓ５０８）、要求がある場合は、前露光光量を記憶手段から読み込み（Ｓ５
０９）、連続プリントの要求がなくなるまでＳ５０６からＳ５０９の動作を繰り返す。要
求がない場合は、前露光光量を変更前の設定にリセット（Ｓ５１０）し、プリント終了動
作に移行する（Ｓ５１１）。
【００９６】
　以上、本実施例では、帯電ローラ２に流れる帯電電流を測定して、電流値が所定の範囲
を超えて異常放電が発生した場合に、電流値が所定の範囲内になるように前露光光量を適
正化するため、異常放電画像の発生を回避することができる。なお、本実施例では、異常
放電検知方法として、前露光光量を変化させて帯電電流を測定したが、帯電前電位と帯電
電位との電位差を変化させることができれば良い。例えば、転写バイアスを変化させるこ
とで、帯電前電位を変化させて帯電電流を測定しても良い。
【符号の説明】
【００９７】
　１…感光ドラム（像担持体）、２…帯電ローラ（帯電部材）、３…スキャナ（露光部）
、４…現像装置、５…転写ローラ（転写部材）、２７…前露光装置（前露光部）、３２…
ＣＰＵ（電圧印加部、設定部、取得部）、３４…電源（電圧印加部）、３６…帯電電流検
知部（電流検知部）
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